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資料６－１ 

各府省の政策評価の実施体制等 

 

行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

内閣府 政策評

価審議

官 

大臣官

房政策

評価広

報課 

内閣府本府政策評価委

員会 

事務次官を長とする評

価委員会を設け、内閣府

本府の政策評価に関する

重要事項について審議。 

政策評価結果が予算

編成関連作業にとっ

て、より有効な情報を

なり得るよう、政策を

構成する事業レベル

の評価を一層詳細な

ものとする等、予算と

りまとめ部局（会計課）

と相談、協議しつつ政

策評価の改善に努め

ている。会計課による

担当部局に対するヒ

アリングに政策評価広

報課も同席している。

内閣府本府政策評価有識者懇談会 

 政策評価の質の向上及び客観性確保の観点等から、

内閣府本府における政策評価のプロセスや評価方法に

ついて意見を聴取するために開催。 

 

※ その他、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確

保するため、各政策所管課等がその所掌する政策

の特性に応じ、学識経験を有する者からの意見聴

取、学識経験を有する者により構成される研究会

等の開催等を実施。 

 

宮内庁 長官官

房秘書

課 

 秘書課と、部局等は、相

互に連携を図りながら、

互いの役割分担の下、政

策評価を実施。 

 基本計画、実施計画及

び評価書は宮内庁長官

の決裁を得ている。 

評価結果が予算要求

等の審査に際して、重

要な情報として活用さ

れるよう相互に連絡を

行っている。 

  政策評価の対象となる政策の特性に応じて高度な専

門性等が必要な場合、客観性の確保等が強く求められる

場合には、必要に応じ、学識経験を有する者の知見の活

用を図る。 

公正取

引委員

会 

事務総

局官房

総務課 

政策評価会議 

 総括審議官、官房総務

課長等で構成し、政策評

価に関する重要事項を決

定。 

 基本計画、実施計画及

び評価書は委員長及び

各委員の決裁を得てい

る。 

政策評価結果を予算

要求等に反映させる

ため、評価書作成段

階から予算等担当部

局との意見交換を行う

とともに、政策体系と

予算書の項目の対応

等についての検討を

行うなど連携を推進。

公正取引委員会政策評価委員会 

 政策評価を行うに当たって客観性の確保や実践的知識

を活用するため開催。 

 

※ 基本計画及び実施計画の策定、評価書の取りまとめ

の段階において意見を聴取。 

国家公 

安委員 

会・警 

察庁 

政策評

価審議

官 

長官官

房総務

課 

政策評価委員会 

国家公安委員会及び

警察庁における政策評

価の在り方、運営につ

いて審議。 

各部局の予算ヒアリ

ングに際し、総務課

政策評価担当職員

が同席。 

警察庁政策評価研究会 

政策評価の在り方、手法等に関する調査・研究、運営方

針案及び実施結果報告書案に関する意見を聴取するた

め開催。  

（平成 19 年３月 31 日現在）
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

金融庁 総務企

画局政

策課 

金融庁政策評価会議 

長官、各局長等で構成

し、金融庁の政策評価の

在り方及びその運営につ

いて検討し、総合的観点

から調整を行う。 

予算査定部局の実施

する予算査定ヒアリン

グに政策評価担当課

も同席。 

また、政策評価結果を

予算査定部局におい

て活用するなど、必要

な連絡・連携を図って

いる。 

政策評価に関する有識者会議 

実施計画や評価書の作成に当たって客観性等を確保

し、評価の質を高めるため、学識経験者等の意見を取り

入れている。 

 

※ 当会議においては、評価全体について意見を聴取

するのみならず、個々の政策の評価についても、具体

的な指摘があった場合には、これに適宜対応している。

総務省 官房総

括審議

官（政策

評価・広

報担当） 

 

政策評

価審議

官 

 

大臣官

房政策

評価広

報課 

総務省政策評価省内委

員会及び総務省政策評

価調整小委員会 

政策評価結果、政策

評価結果の政策への反

映状況等に関する省内

の連絡調整を実施。 

各部局の予算ヒアリン

グに、政策評価広報

課の政策評価担当職

員が同席した。 

総務省政策評価会 

政策評価結果及びその政策への反映状況等につい

て学識経験者等の知見を活用するため開催。 

 
※ 総務省政策評価会の活用状況 

① 平成 18 年度実績評価の評価結果の取りまとめに当

たり、総務省政策評価会を１回開催して意見聴取を行

い、その結果を適宜評価書作成に反映した。 

② 次期基本計画策定に向けて総務省が実施した政策

評価の検証を行うための総合評価進め方等につい

て、総務省政策評価会を2回開催して意見聴取を行っ

た。 
※ 評価の客観性・厳格性を確保するための工夫 

   総務省政策評価会においては、実績評価全体につい

て意見を聴取するのみならず、個々の政策の評価につ

いても、具体的な指摘があった場合には、これに適宜

対応しているほか、評価の客観性・厳格性を更に高める

ために、各部局等における評価作業段階においても積

極的に外部の学識経験者等の知見を活用することを推

進している。 

（例：消防庁の所管３政策の評価について、「消防庁

政策評価懇談会」（平成18年６月6日開催）において意

見聴取を行った。） 

公害等 

調整委 

員会 

事務局

総務課 

委員会議（委員長、委員、

事務局長、事務局次長、

事務局総務課長等） 

 政策評価に関する重要

事項（各種計画、評価書

等）について、委員会議

に付す。委員会議は、上

記のとおり、委員長（裁判

官出身）、委員（弁護士、

行政実務経験者、大学教

授等各分野の専門家）等

事務局総務課におい

て政策評価及び予算

等の取りまとめを行っ

ており、逐一情報を共

有するなど一体的に

事務を行っている。 

公害等調整委員会政策評価懇談会 

 公害等調整委員会の業務及び政策評価について学識

経験者等の意見を聴取し、その知見を活用するために開

催。 

 

※ 平成18年度については、試行として、平成19年度実

施計画を策定する段階に実施。 
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

の学識経験者を中心に構

成されており、その専門

的知見を活かして総合的

観点から審議を行い、こ

れらの重要事項の決定等

を行う。 

法務省 大臣官

房秘書

課（政策

評価企

画室） 

幹部からなる会議 

官房長、各局部課等の

筆頭課長で構成し、政策

評価に関する重要事項を

審議。 

 

基本計画を改定し、政

策評価担当組織は、

政策評価の結果を速

やかに取りまとめて政

策所管部局及び予算

等担当部署に通知し、

政策所管部局におい

ては、当該評価結果

を政策に適切に反映

させるよう検討し、予

算担当部署において

は、政策評価と予算・

決算の連携を強化す

る観点から、当該評価

結果を予算要求等に

関する基礎資料等とし

て用いるなど、政策評

価の結果が、政策の

企画立案作業等にお

ける重要な情報として

適時的確に 活用さ

れ、これに反映される

よう努めることとした。 

政策評価懇談会 

法務省の政策及び法務省が行う政策評価の実施計

画、評価手法等について、民間の有識者等の意見等を

聴取するため開催。 

 

※ 政策評価結果、政策評価結果の反映状況等のとりまと

め、次年度の実施計画策定、個別の政策内容に対する

意見聴取に活用。 

評価全体について意見を聞くだけでなく、個々の評

価について具体的、個別的に知見を活用。 

外務省 大 臣 官

房 

考査・政

策 評 価

官 

省議等 

 政策評価は、（イ）政策

所管局課、（ロ）大臣官房

考査・政策評価官、（ハ）

大臣官房総務課及び会計

課、（二）総合外交政策局

総務課及び政策企画室

が、相互に連携を図りな

がら、各々の所掌事務に

基づいて実施する。なお、

評価結果及び総合的審査

結果等については省議等

に付す。 
 

会計課は、大臣官房考

査・政策評価官及び総

務課並びに総合外交

政策局総務課及び政

策企画室とともに、特

に評価結果と予算と

の連携を確保する観

点から、政策所管局課

が実施した評価結果

に対して総合的な審

査を行う。 
予算概算要求に係る

会計課ヒアリングに

考査・政策評価官が同

外務省政策評価ｱﾄ゙ﾊﾞｲｻﾞﾘー ・ｸ゙ﾙｰﾌ ゚

政策評価の手法、実施体制及び評価結果の政策への反

映等政策評価に係る実践的かつ理論的課題に対する外部

有識者の知見を得るため開催。 

  

※ 基本計画及び実施計画の策定や今後の改善点等外

務省における政策評価の方針に関わる事項を決定する

際や評価書のとりまとめの段階等において意見を聴取。
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

基本計画、実施計画、評

価書は大臣決裁を得てい

る。 

席。 

財務省 政策評

価審議

官 

 

大臣官

房文書

課（政策

評価室） 

財務省政策評価委員会 

事務次官以下各局長級

で構成し、財務省の政策

評価の在り方・運営につ

いて審議し、総合的観点

から調整。 

 

※ 基本計画、実施計

画、評価書全てにおい

て大臣の決裁を得てい

る。 

予算要求の際、予算

取りまとめ部局である

会計課と政策評価室

にて合同ヒアリングを

実施。 

財務省の政策評価の在り方に関する懇談会 

政策評価の客観性を確保し、評価の質を高めるため、

有識者から成る懇談会を開催。 

※ 基本計画、実施計画の策定及び評価書の作成の段

階で開催し、意見を聴取。 

 

文部科 

学省 

政 策 評

価 審 議

官 

 

大 臣 官

房 政 策

課（評価

室） 

政策評価会議 

事務次官を議長とす

る「政策評価会議」を

設置し、文部科学省が

実施する政策評価に関

する決定を行う。 
※ 基本計画、実施計画

は大臣の決裁を得て

いる。 

実績評価及び事業評

価に関する「政策評価

官房ヒアリング」を実

施し、政策評価と予

算・法令等の連携を推

進。 

政策評価に関する有識者会議 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するため、

学識経験者等を構成員とする会議を開催。 

   

※ 実績評価、事業評価等における評価の取りまと

めに活用するほか、評価の設計段階においても活

用。 

厚生労 

働省 

政策統

括官 

 

政策評

価審議

官 

 

政策評

価官 

( 政 策

評価官

室） 

政策評価の実施に関

する関係課長会議 

政策評価審議官、会計

課長、政策評価官、各部

局総務課長等で構成し、

厚生労働省の政策評価

の実施に関する基本的

事項について、総合的観

点から調整。 

 

※  基本計画、実施

計画、評価書、政

策評価の結果の政

策への反映状況等

の取りまとめ等に

ついて、左記の政

策評価担当組織が

評価書を原案の段階

から省内予算過程の

査定資料として有効活

用するよう努力。 

査定課による担当部

局等に対するヒアリン

グに政策評価官室も

出席。 

政策評価に関する有識者会議 

厚生労働省における政策評価制度、評価方法

等について改善・向上を図るため、第三者から

なる有識者会議を設け、政策評価制度に関する

基本的事項や具体的な評価方法等について意見

等を聴取（政策統括官の参集）。 

※ 基本計画、実施計画及び実施要領の策定や、評価

書のとりまとめに当たって意見等を聴取。 

 

政策評価に関する有識者会議評価手法等検討ワーキン

ググループ 

政策評価に関する有識者会議における検討事

項のうち、評価手法等を中心として検討を行う

ため、政策評価に関する有識者会議の参集者及

びその他の専門家の協力を得て編成。 

 

上記以外の方法による学識経験者等の知見の活用の方

法 

政策評価の実施に当たって高度の専門性や実

践的な知見が必要な場合、客観性の確保や多様
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

担当（基本計画の

策定については事

務次官の決裁を得

ている）。 

 

な意見の反映が強く求められる場合等にあって

は、以下のような方法により、学識経験を有す

る者の知見の活用を積極的に図るとともに、そ

の活用の状況等を評価書に明記するよう努める

こととする。 

① 学識経験者等からの個別の意見聴取 

② 学識経験者等により構成される検討会、

研究会等の開催 

③ 既存の審議会の活用 

④ 外部研究機関等の活用 

農林水 

産省 

政策評

価審議

官 

 

大臣官

房企画

評価課 

新基本法農政推進本

部 

事務次官を本部長、官

房長を副本部長として、

各局庁の長等で構成し、

政策評価の実施方針、政

策評価結果等政策評価

に関する重要事項を審

議。 

 

各局庁が行う予算

要求ヒアリングには各

局庁の政策評価担当

者が同席。また、官房

予算課が行う各局庁

からの予算要求ヒアリ

ングには企画評価課

の政策評価担当者が

同席。 

 さらに、政策評価に

おける達成ランクが C

（有効性に問題があ

る）となった政策分野

についてはその要因

を十分に分析した上

で、廃止を含めて抜

本的な見直しを検討

するとともに、達成ラ

ンクが A、B となった

政策分野について

も、その内容を十分に

検討し、施策の見直し

に結びつくようにする

ことにより、政策評価

結果を予算事業に反

映させている。 

農林水産省政策評価会 

政策評価の客観性を確保し、多様な意見の反映を図

るとともに、評価手法の向上を図るため、第三者委員 7

名からなる評価会を公開により開催。 

 

※ 実績評価の目標の設定と実績評価、手段別評価、総

合評価の評価結果について意見を聴取。 

 

各局庁政策評価専門部会 

各局庁における政策評価の適切な推進を図るとともに

評価の質の向上を図るため開催。 

 

※ 非公共施設整備事業の評価手法や公共事業の評価

結果等について意見を聴取。 

経済産 

業省 

政策評

価審議

官 

大臣官

房政策

評価広

事務連絡会議等 

事務次官、大臣官房

長、各局長等で構成する

会議等において、政策評

価等の重要事項等を審

議。 

予算概算要求に当た

り、政策評価広報課と

会計課等予算査定部

局との合同ヒアリング

を実施。 

経済産業省政策評価懇談会 

 政策評価の客観性を確保し、政策の特性に応じた評価

を実施するため、有識者からなる懇談会を開催。 

 

産業構造審議会産業技術分科会評価小委員会（技術評

価） 

 経済産業省技術評価指針に基づき、経済産業省の研究
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

報課  開発事業等の評価を実施、または調査審議等を行う。 

 

国土交 

通省 

政策統

括官 

 

政策評

価審議

官 

 

政策評

価官 

省議 

政策評価に省全体で

取り組むとともに、省とし

ての戦略的な行政マネジ

メントにつなげていくた

め、基本計画の策定や評

価書の作成等、主要な事

項については、大臣をは

じめとする省幹部からな

る省議に付して決定。 

 
省幹部への報告会 

事務次官をはじめ省全

体の政策決定の責を担う

幹部に対して、政策レビ

ュー（プログラム評価）の

報告を行い、必要な調整

を図っている。 

 
政策評価連絡会 

政策評価官をはじめと

する各部局の課長級で構

成し、政策評価の円滑か

つ的確な実施を確保する

こととしている。 

 
政策評価担当者会議 

各局等の政策評価窓

口の連絡会議を適宜開催

している。 

予算のとりまとめに

当たっては、政策チ

ェックアップ（実績

評価方式）の掲げる

２７政策目標につい

てとりまとめを実施

し、予算要求に関し

ての主要新規施策

については、政策

アセスメント（事業評

価方式）を行うこと

を原則としている。 

国土交通省政策評価会 

政策評価の制度設計と実施に当たって第三者の知

見を活用するため、随時開催。 

  

※ 「政策評価基本計画」や「事後評価実施計画」の策定

等、政策評価の制度設計について、基本的かつ重要な

決定又は変更等を行おうとする場合等において活用。 
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行政機 

関名 

政策評 

価担当 

組織の 

名称 

行政機関内 

の会議等 

政策評価担当組織

と予算等取りまと

め部局の連携状況

学識経験者等により構成する研究会等の名称等

環境省 大臣官

房政策

評価広

報課 

環境省政策評価推進

会議 

事務次官を議長とする

「環境省政策評価推進

会議」（構成メンバー：

事務次官、地球環境審議

官、各部局長、各大臣官

房審議官、政策評価広報

課長）を設置し、政策評

価基本計画の改定、事後

評価書の作成等につい

て、上記会議の了承を経

たうえ、大臣決裁を得て

いる。 

省内予算ヒアリング時

に政策評価広報課が

立会い。 

環境省政策評価委員会 

事後評価書を作成するに当たって、評価書原案の段

階及びパブリックコメント実施後に学識経験者をメンバ

ーとする委員会を開催。 

 

※ 事後評価に対する助言及び政策評価手法の検討に

当たって活用。 

また、環境省政策評価委員会の下に政策評価手法検

討部会を設け、評価手法の確立に向けた検討を専門的

に行っている。 

防衛省 大臣官

房政策

評価官 

政策評価委員会 

防衛参事官、関係課長

等で構成し、政策評価に

ついて審議及び検討を

行う。 

成果重視事業に係る

予算要求について、

予算担当部局と共同

でヒアリングを実施。 

防衛省政策評価に関する有識者会議 

政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するために

開催。 

 

※ 政策評価の計画の策定など評価活動全般に渡るもの

については、学識経験者からなる政策評価に関する有識

者会議を活用する。 
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資料６－２ 

政策評価の方法に関する調査研究等の取組状況等 

 
各府省(17)及び総務省行政評価局における、平成 18 年度中の政策評価の方法に関する調

査研究等の取組状況等は次のとおり。 
 
１．取組実績 
（１）調査研究等の方法別 

調査研究等の実施方法 実施府省数 

調査研究等の外部委託を実施 11 

  

(内閣府、公正取引委員会、
財務省、文部科学省、厚生労
働省、農林水産省、経済産業
省、国土交通省、環境省、防
衛省、総務省（行政評価局）)

調査研究等のために研究会等を開催 9 

  

(内閣府、国家公安委員会・
警察庁、総務省、外務省、文
部科学省、厚生労働省、農林
水産省、国土交通省、総務省
（行政評価局）) 

諸外国における政策評価の実態を把握するため参考文献を収集 4 

  

(外務省、財務省、経済産業
省、総務省（行政評価局）)
 
 

諸外国の政策評価の実態を把握するため海外調査を実施 3 

  

(外務省、文部科学省、農林
水産省) 
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（２）調査研究等の課題別 

調査研究等の課題 実施府省数 

政策の目標、指標の設定について 7 

  (国家公安委員会･警察庁、文
部科学省、厚生労働省、農林
水産省、経済産業省、国土交
通省、環境省) 

政策効果の把握の手法の信頼性や精度について 9 

  (内閣府、国家公安委員会･
警察庁、外務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、防衛省、総務省（行
政評価局）) 

事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法

について 

5 
(内閣府、国家公安委員会・
警察庁、文部科学省、農林水
産省、国土交通省) 

類似事業間における評価指標や政策効果の把握の手法の共通化に

ついて 

  

3 
(内閣府、外務省、総務省(行
政評価局)) 
 
 

その他 6 

  (公正取引委員会、総務省、
財務省、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省) 
 

 
２．今後の調査研究等の予定及び検討課題 

調査研究等の予定及び検討課題 実施府省数 

政策効果の把握の手法について、今後調査研究等を実施する予定で

ある、又は今後の課題としている 

9 
(公正取引委員会、国家公安
委員会・警察庁、金融庁、法
務省、外務省、財務省、農林
水産省、国土交通省、防衛省)

実績評価における目標･指標の設定などについて、今後調査研究等

を実施する予定である、又は今後の課題として考えている 

6 
(公正取引委員会、金融庁、
文部科学省、農林水産省、国
土交通省、環境省) 
 

2 規制に関する事前評価の手法について、今後調査研究等を実施する

予定である、又は今後の課題として考えている 

 

(金融庁、農林水産省) 
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資料６－３ 

職員の人材の確保及び資質の向上への取組状況等 

 
各府省(17)及び総務省行政評価局における平成 18 年度中の職員の人材の確保及び資質の

向上への取組状況等は、次のとおり。 

 

１．各府省及び総務省（行政評価局）の取組 

職員の意識改革を進めるための取組 実施府省数 

 13 

・府省内一般研修等への政策評価に関する講座の開設 11 

・政策評価に関する研修（勉強会を含む）の実施 9 

・外部機関が開催する政策評価に関する研修への参加（総務省が

主催する統一研修を除く） 
4 

 

・府省内研究機関等が開催する政策評価に関する研修への参加 4 

パンフレット、資料集などの職員への配布 15 

府省内の会議などにおける政策評価の取り組みに関する説明 16 

政策評価に関する情報の定期的な提供(電子メール等による) 16 

政策評価担当者会議での意識改革の推進 8 

通常業務の中での意識改革の推進(OJT) 9 

その他 0 

 
【政策評価に関する研修の実施、参加の主な例】 
・外部講師、有識者を招いて政策評価に関する研修(勉強会)を開催。 

 ・新規採用職員研修、転入職員研修、局内階層別研修などにおいて、政策評価に関する

講座を開設。 
 ・総務省(行政評価局)、関係機関、民間団体が主催する政策評価に関するフォーラム、

研究会、セミナー、特別講座等に参加。 
 
 
２．職員の人材確保 

政策評価に従事する任期付職員の採用：財務省、総務省(行政評価局) 

 
 
 
 
 
 
 

研修によるもの 



 11

３．総務省(行政評価局)による各府省等の職員を対象とした「政策評価に関する統一研修」 
目 的 政策評価制度を全政府的に定着、発展させていく観点から、政策評価に関する共

通の理解と認識を有する職員の養成・啓発に資するために平成 13 年度から実施

対 象 各府省等の職員 

17 回開催し、1、958 名が参加 

（開催内訳） 

【中央研修】 

 《一般研修》 

  ○行政評価局が本省において、主として各本府省の職員を対象に開催 

  ○１回開催し、119 名が参加 

  ○研修内容：政策評価と公会計制度の改革、政策評価の現状と課題 

  

 《特別研修》 

  ○各本府省政策評価担当部局の職員を対象に開催 

  ○１回開催し、25 名が参加 

  ○研修内容：プログラム評価の理論と実際、政策評価事例等 

  

【地方研修】 

  ○管区行政評価局等がそれぞれの管内において、各府省地方支分部局職員等

を対象に開催 

  ○15 回開催し、1、814 名が参加 

  ○研修内容 

   ・講義型（10 回開催）：政策評価制度の動向、政策評価事例、地方公共団

体事例等 
   ・パネルディスカッション型（５回開催）：政策評価制度の役割と課題等

平 成 18

年度実績 

 

 

４．職員の資質の向上等に関する今後の取組予定及び検討課題 

職員の意識改革をより一層推進するための方策（研修、研究会等）を実施することを必

要としている府省が 11 府省。 
【職員の資質の向上等に関する今後の取組予定及び検討課題の主な例】 
・政策評価の実施に当たり、政策所管局課の職員に対する説明会を実施。 
・PDCA に基づく政策マネジメントに対する職員の理解を一層深めるとともに、政策評価

の質の向上を図る。 

・職員に対し、政策評価を行う趣旨・意義、政策評価と通常業務との連携等について周

知徹底し、政策評価に対する各職員の意識改革をより一層推進。 
・過去政策評価によって見直し改善された施策・事業などの情報提供を行い、政策評価

を行うことの意義を広める。 
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 資料６－４ 

政策評価に関する広報活動の取組状況等 

 

各府省(17)における平成 18 年度中の政策評価に関する広報活動の取組状況等は、次のと

おり。 

 

１．各府省における広報活動の取組状況等について 

広報活動の取組 実施府省数 

白書等に政策評価の取り組みを記載 11 

  

(公正取引委員会、国家公安
委員会･警察庁、金融庁、法
務省、外務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、国土交通省、防衛
省) 

府省全体の取り組み状況を説明するパンフレットを作成 2 

  

(国土交通省、防衛省) 
 
 
 

政府広報及び各府省広報の活用 5 

  
(金融庁、総務省、財務省、
文部科学省、厚生労働省) 
 

 
２．政策評価に関する広報活動の今後の予定、検討課題 
 
【広報活動の予定、検討課題の主な例】 
・作成した評価書等について、記者クラブに資料提供を行うなどにより、広報を実施す

る。 
 
【インターネットによる情報提供の検討課題の主な例】 
 ・政策評価に関するホームページをより分かりやすいものにリニューアルすることを検

討。 
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資料６－５ 

外部検証可能性の確保に向けた取組状況 

 

各府省(17)及び総務省行政評価局における、平成 18 年度中の外部からの検証可能性の確

保に向けた取組状況は、次のとおり。 

外部からの検証可能性の確保に向けた取組状況 実施府省数 

17   
(内閣府、公正取引委員会、
国家公安委員会･警察庁、
金融庁、総務省、公害等調
整委員会、法務省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済
産業省、国土交通省、環境
省、防衛省、総務省(行政
評価局)) 

17 学識経験者からなる政策評価に関する会議の議事録又は議事要旨

の公開 (内閣府、公正取引委員会、
国家公安委員会･警察庁、、
金融庁、総務省、公害等調
整委員会、法務省、外務省、
財務省、文部科学省、厚生
労働省、農林水産省、経済
産業省、国土交通省、環境
省、防衛省、総務省(行政
評価局)) 

10 学識経験者からなる政策評価に関する会議の審議資料の公開 
(総務省、公害等調整委員
会、財務省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、防衛
省、総務省(行政評価局))
 
 

3 

 

学識経験者からなる政策評価に関する会議の公開 
 (厚生労働省、農林水産
省、環境省) 
 
 
 

18 評価書及びその要旨の HP への掲載 
(内閣府、宮内庁、公正取
引委員会、国家公安委員
会･警察庁、金融庁、総務
省、公害等調整委員会、法
務省、外務省、財務省、文
部科学省、厚生労働省、農
林水産省、経済産業省、国
土交通省、環境省、防衛省、
総務省(行政評価局)) 

12 評価の際に用いたデータ（費用便益分析等のバックデータ等）の HP

への公開 (内閣府、公正取引委員会、
総務省、公害等調整委員
会、財務省、文部科学省、
農林水産省、経済産業省、
国土交通省、環境省、防衛
省、総務省(行政評価局))
 

学識経験者からなる政策評価に関する会議等の公開 
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外部からの検証可能性の確保に向けた取組状況 実施府省数 

評価マニュアル等の公開 7 
(国家公安委員会･警察庁、
法務省、財務省、農林水産
省、経済産業省、国土交通
省、防衛省) 
 
 
 
 

9 基本計画、実施計画及び評価書に関する意見募集の実施（パブリッ

ク・コメント等） (公正取引委員会、金融庁、
総務省、外務省、財務省、
厚生労働省、農林水産省、
環境省、防衛省) 
 
 
 
 
 

2 その他 
(内閣府、厚生労働省) 
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資料６－６ 

計画期間終了に伴って平成 19 年度を始期として策定した基本計画の概要等 

 

１ 計画期間終了に伴って平成 19 年度を始期として策定した基本計画の概要・特徴 

 

行政機関名 概 要 ・ 特 徴 等 

宮 内 庁 計画期間：平成19年度～23年度（5年間）(平成19年3月12日策定) 

○ 政策評価の実施に関する方針として、政策評価の重点化・効率化を図

る旨を明記した。 

○ 事後評価の対象とする政策として、直接国民を対象とし、国民の利便

性の向上が期待される事務事業等を追加した。 

厚 生 労 働 省 計画期間:平成19年度～23年度（5年間）（平成19年3月30日策定） 

○ 近年の制度改正等の反映 

・ 介護保険制度改革による予防重視型システムの確立や、労働時間等

の設定の改善に関する特別措置法による仕事と生活の調和対策の推進

など、近年の主な制度改正を政策体系に反映。  

・ 医療構造改革の例に見られるように、具体的な目標値を掲げた計画

に基づいた行政を展開し、計画の策定・実施・評価においてＰＤＣＡ

サイクルを導入している政策について、政策体系と計画との整合性を

確保。 

○ 施策目標ごとの指標設定 

・ 新たに、施策目標（枝）ごとに施策目標全体の達成状況を評価する

指標を設定。 

○ 達成水準の数値化とアウトカム指標の設定 

・ 施策目標（枝）及び個別目標における指標について、達成すべき水

準の数値化を図るとともに、可能な限りアウトカム指標を設定。 

○ 政策評価と予算・決算との連携強化 

 ・ 原則として施策目標（枝）を、予算書における項（予算の流用がで

きる単位）及び決算書における事項（決算を行う単位）と一致させ、

政策評価と予算・決算との連携を強化。 

○ 政策体系における国際化に関連する政策、科学技術の振興に関連する

政策及びＩＴ化に関連する政策の総合的な提示 

・ 例えば、国際化に関連する政策については、新型インフルエンザ、

食品安全（BSE 対策等）、外国人労働者、社会保障協定（2国間の年金

制度への加入期間の通算等）など厚生労働省において実施する政策を

再掲として総合的に一覧できるように提示。 
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２ 計画期間中に基本計画の変更を行った場合における主な変更点等 

 

行政機関名 主 な 変 更 点 、 意 図 ・ 理 由 

公 正 取 引 委 員 会 ○ 改定基本方針、新ガイドラインへの対応。（平成１８年３月２３日改正）

総 務 省 ○ 平成１７年１２月１６日に政策評価に関する基本方針の改定について

の閣議決定が行われたことに伴い、事業評価方式による評価の対象とな

る政策に、一定期間継続している研究開発制度を加えた。 

（平成１８年４月１日改正） 

法 務 省 ○ 政策体系の明示 

政策評価の体系的かつ合理的で的確な実施を確保するため、法務省が所

掌する基本政策、政策、施策を体系化した。  

財 務 省

 

計画期間:平成17年度～19年度（3年間）（平成19年3月30日一部改訂） 

○ 内閣の基本的な方針との関連を明示。 

○ 重点的に進める「政策の目標」等を明示。 

○ 今後の政策等に反映すべき事項についての記載内容拡充。 

○ 達成度文言の見直し及び記号の付記 等。 

文 部 科 学 省

 

○ 政策評価に関する基本方針の改定を踏まえ、「内閣としての重要政策」

が文部科学省の政策評価の対象であることを明記。 

○ 政策評価への広報の視点の追加。 

（平成１８年３月３１日改正） 

○ 政策目標単位での実績評価を実施することを明記。 

○ 規制に関する評価の実施を明記。 

（平成１９年３月３０日改正） 

農 林 水 産 省 ○ 政策評価に関する基本方針の改定（平成１７年１２月１６日）を受け

て、政策評価の重点化・効率化や予算・決算との連携強化を図るため、

実績評価の体系を 57 分野から 16 分野とする等の見直しを行った。（平成

１８年度農林水産省政策評価実施計画（平成１８年３月２８日）） 

経 済 産 業 省 ○ 政策評価に係る政策・施策体系の見直し。（平成１８年３月３１日改定）

○ 政策評価に係る政策・施策体系の一部変更。（平成１９年３月２８日改

定） 

国 土 交 通 省 ○ 平成１８年度以降に実施予定の政策レビュー（プログラム評価）テー

マについて、新たに追加。（平成１８年８月４日改正）。 

環 境 省

 

○ 「政策評価に関する基本方針の改定について（平成 17 年 12 月 16 日閣

議決定）」を踏まえ変更。（平成 18 年 4 月 1 日改正） 

防 衛 省 ○ 省移行に伴い名称を変更した。（平成 18 年 12 月 26 日改正） 
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資料６－７ 

各府省の「平成 19 年度事後評価の実施に関する計画」の概要 

 

（１）基本計画に掲げた政策のうち、実施計画の計画期間内に対象としようとする政

策（法第７条第２項第１号に区分されるもの）及び評価の方式 

 

行政機関名 法第７条第２項第１号に係るものの実施計画における規定状況 

内 閣 府 ○（策定中） 

宮 内 庁 ○ 事業評価：１政策 

公 正 取 引 委 員 会 ○ 実績評価：４施策 

○ 総合評価：９施策 

国 家 公 安 委 員 会 

･ 警 察 庁 

○ 実績評価：８件の基本目標に関する２８件の業績目標 

○ 事業評価：１事業、その他、既に実施されている事業等であって特に重

要なもの 

○ 総合評価：１テーマ 

金 融 庁 〇 （策定中） 

総 務 省 ○  実績評価：２６政策 

○  事業評価：７政策 

公害等調整委員会 ○ 実績評価：２政策・５目標 

法 務 省 ○ 事業評価：２政策 

○ 実績評価：10 政策 

○ 総合評価：２テーマ 

外 務 省 ○ （策定中） 

財 務 省 ○ 実績評価：31 の「政策の目標（総合目標６、政策目標 25）」 

文 部 科 学 省 ○ 実績評価：９件の政策目標、44 件の施策目標 

○ 事業評価： 

（ア） 以下に掲げる事業のうち実績評価における政策手段の実績の記述

がない、若しくは実績を踏まえさらに事業評価（事後評価）の必要があ

るもの。 

・  過去に新規・拡充事業評価（事前評価）を実施し平成１9 年度に

達成年度が到来する事業 

・  過去に事前評価により具体的な達成年度を設定していない事業

であって社会的影響または予算規模の大きいもの 

・  「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006」における「政

策群」に位置づけられた個別の政策手段または「成果重視事業」 
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行政機関名 法第７条第２項第１号に係るものの実施計画における規定状況 

（イ）  その他見直しを行う必要性が高い事業 

〇 総合評価：１テーマ 

厚 生 労 働 省 ○ 実績評価：４０件の施策目標 

○ 総合評価：５テーマ 

○ 事業評価：９事業 

農 林 水 産 省 ○ 実績評価：１６件の政策分野 

○ 事業評価：６０件の公共事業、８件の研究開発課題等 

経 済 産 業 省 ○ 実績評価：１６施策 

○ 施策の進捗状況等から評価が必要と判断されたもの 

国 土 交 通 省 ○ 政策チェックアップ（業績測定）：２７件の政策目標に係る政策 

○ 政策レビュー（プログラム評価）：９件のテーマに係る政策のうち５テー

マ 

○ 個別公共事業の再評価、完了後の事後評価：約６８８事業 

○ 個別研究開発課題の評価：４件の政策について中間評価、３８件の政

策について終了後の事後評価 

環 境 省 ○ 実績評価：環境省が行うすべての政策を対象。具体的には、別に定め

る「環境省政策体系」に掲げる「９施策」を対象。 

防 衛 省 〇 事業評価：中間段階の事業評価 1 施策、事後の事業評価２１施策 

〇 実績評価：２施策（３件の基本目標に関する１０目標） 

〇 総合評価：１２テーマ 
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（２）未着手・未了の政策（法第７条第２項第２号に区分されるもの）及び評価の方式 

 

法第７条第２項第２号に係るものの実施計画における規定状況 行政機関名 

未着手（第２号イ） 未了（第２号ロ） 

外 務 省 （策定中） （策定中） 

厚 生 労 働 省 ― 個々の公共事業であって、「水道施

設整備事業の評価の実施について」

（平成16年7月12日健発第0712003

号）で定めるところにより事後評価

の対象とすることとしたもの 

農 林 水 産 省 ― 個別公共事業の評価：１０３事業 

国 土 交 通 省 個別公共事業の評価：１０事業 個別公共事業の評価：１９５事業 

 

（３）その他の政策（法第７条第２項第３号に区分されるもの）及び評価の方式 

 

行政機関名 法第７条第２項第３号に係るものの実施計画における規定状況 

国家公安委員会 

･ 警 察 庁 

○ 事業評価：19 年中に評価書を作成するもの １政策（新たな駐車対

策法制の導入） 

○ 総合評価：21 年中に評価書を作成するもの １政策（Ｇ８司法内務

閣僚会合等における国際的な取組みを活用した治安対策の推進） 

総 務 省 ○ 総合評価：１政策（総務省の政策評価） 

厚 生 労 働 省 ○ 実績評価、総合評価又は事業評価： 

①  政策体系の施策目標に係る指標のモニタリング結果や推移によ

り評価の必要が生じた政策 

② 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成１７年３月２９

日内閣総理大臣決定）に基づき、総合科学技術会議において事後評

価の対象とすることとされた研究開発 

③ 個々の公共事業であって、「水道施設整備事業の評価の実施につ

いて」（平成 16 年 7 月 12 日健発第 0712003 号）で定めるところに

より事後評価の対象とすることとしたもの 

④ 事前評価を実施した政策のうち、事前評価の実施後、一定期間が

経過したもの 

⑤ 事前評価を実施した政策のうち、本計画の計画期間内において事

前評価の際に設定した評価指標のモニタリング結果や推移、政策効

果の発現時期を参考にして評価の必要が生じたもの 

⑥ その他国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすと認め

られる政策のうち、本計画の計画期間内に見直しが必要となったも

の 

環 境 省 ○ 事業評価：３施策（成果重視事業）  

 


